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１．わが国の財政運営上の財源不足額は？
－これまでの財源不足額と新たな財源不足額

２．税を誰が負担するのが公平・公正か？
－消費課税の意義と限界

３．法人税制はどう運営されてきたのか？

４．法人税率引き下げにはどれほどの効果があったのか？

５．法人税を巡る環境の変化

６．法人税制改革に求められる視点
－問題は、“法人税率”のみにあらず
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１．基礎的財政収支の赤字

２０２２年度の基礎的財政収支の赤字は４０．６兆円（ＧＤＰ比７．３％）※内閣府試算

２．足元の社会保障財源の不足

２０２２年度予算の社会保障費（国地方）に対し、消費税収は２０．６兆円不足

基礎的財政収支赤字と社会保障財源の不足額

（図表１）社会保障４経費と消費税収（2022年度予算）

（資料）財務省「消費税の使途（令和４年度予算）」

地方交付税
右以外

（３.１兆円）
１％分

消費税（２１.６兆円）

国
差額（２０.６兆円）

地方消費税（５.９兆円）

うち国（３２.２兆円） うち地方（１３.１兆円）

社会保障４経費（４５.３兆円）

（資料）財務省「消費税の使途（令和２年度予算）」
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３．将来の高齢化に伴う社会保障負担の自然増

2040年までの社会保障公費負担の自然増は名目ＧＤＰ比１．８％分（約１０兆円）

社会保障費は今後も増加

（資料）内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省「2040年を見据えた社会保障の将来見通し（議論の素材）」（2018年５月21日）

（注）社会保障給付費は、増加抑制に向けた各種の政策を踏まえたケース（計画ベース）で、医療の単価の伸び率が抑制されたケース。経済成
長率は、成長率の上昇を見込まない「ベースラインケース」。

（図表２）社会保障負担の見通し
【2018年度】 【2040年度】

１８５.５兆円

23.5%

１１７.２兆円 保険料負担

20.8% １０６.１兆円

13.4%

保険料負担

７０.２兆円

12.4%

公費負担

７９.５兆円

公費負担 10.1%

４６.９兆円

8.3%
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新たな政策課題に、年間約１２兆円が必要

１．脱炭素

脱炭素実現に必要な投資額は、今後１０年で約１５０兆円。
必要な政府資金は２０兆円。

２．少子化対策・子ども政策

少子化対策・子ども政策の充実を図るために、関連予算の倍増を目指す。
2022年当初予算での少子化対策関連予算は約６兆円。

３．安全保障

国防予算を対ＧＤＰ比２％以上とするとのNATO諸国の基準。
仮に、わが国にこの基準を当てはめ、ＧＤＰ２％とすると、約４兆円の増額。

合計すると・・・年間約１２兆円の追加財源が必要になる。
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内閣府試算には、
新たな政策課題に必要な額が織り込まれていない

（図表３）国及び地方の基礎的財政収支の名目ＧＤＰ比の推移

（資料）参議院予算委員会調査室「財政関係資料集」、内閣府「中長期の経済財政に関する試算（令和４年７月２９日経済財政諮問会議提出）」より作成。
（注）2020年度まで決算値。2021年度は決算概要、2022年度は補正予算に基づく。

黒字化が遠のく

赤字が拡大
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１．脱炭素の財源

政府資金20兆円を、「ＧＸ経済移行債（仮称）」の発行により先行して調

達し、将来導入するカーボン・プライシングによる収入をその償還財源
に充てる方針が検討

２．社会保障関連の財源

これまでは、①国民の間で「広く薄く負担する」との観点や、②労働供
給や企業活動へのマイナスの影響を相対的に軽微にとどめるとの観
点から、消費税を増税。

その際、政治的な合意によって、消費税の「社会保障目的税化」・「社
会保障財源化」が図られた。
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消費増税とカーボン・プライシング導入では、
低所得層の負担が大きくなることが懸念される。

（図表４）家計の年間収入階級別の国民負担率（二人以上世帯、勤労者世帯）

（資料）総務省「全国家計構造調査」（2019年）より日本総合研究所作成。（注１）負担率計算の際の分母は「社会保障給付」を除く「実収入」。
（注２）「消費税」は消費支出額に基づく推計値。「所得税＋住民税」は「勤労所得税」と「個人住民税」の合計。
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（図表５）炭素税を本格的に導入した場合の家計費への波及効果の試算
（家計費の上昇率）

（資料）経済産業省「2017年延長産業連関表」、総務省「家計調査年報」（2020年）より日本総合研究所作成。
（注）炭素価格はIEAの2040年の先進国の数字（140＄/tCO2）を使用。温室効果ガスを2013年度対比46％削減した排出量を前提に、石油製品、石炭
製品、電力、ガス・熱供給の４部門の間接税支出が合計９兆円増加するとして計算。
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３．所得階層別の国民負担率への配慮が必要

今後、負担率の傾きを維持（- - -線）するか、一段と高める（ー線）か。

所得税も負担率の傾きに大きな影響を与える。

（図表６）年収階級別の家計の国民負担率の推移

（資料）総務省「全国消費実態調査」、「全国家計構造調査」より日本総合研究所作成。（注１）負担率計算の際の分母は「社会保障給付」を除く
「実収入」。（注２）消費税は消費支出額に基づいて推計した。（注３）各年間収入階級の世帯当たり実収入が年ごとに若干異なることによる負担率
への影響を修正している。（注４）2019年の負担率は、「全国消費実態調査（2014）」で計算した負担率に、「全国家計構造調査」で計算した2019年
の負担率と2014年の負担率の差を加えた数字。（注５）二人以上世帯、勤労者世帯。

②消費税率
引き上げ

①消費税率
引き上げ

①所得・住民税率
のフラット化

②所得税の
最高税率
引き上げ

図中①

図中②
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以下の３つの社会保障費の必要額は、約３６.６兆円。
①足元の「社会保障４経費」の不足分（２０.６兆円）
②2040年までの社会保障公費負担の自然増分（名目ＧＤＰ比１.８％分、約１０兆円）
③「少子化対策・子ども政策」関連予算の倍増分（約６兆円）
「社会保障目的税」とされる消費税率に換算すると、実に１２.７％ポイント分の引き上
げが必要に。

４．フロー（所得）だけでなく、ストック（資産）にも着目すべき

消費税率引き上げには限度があるのではないか？

例えば、
相続・贈与税を増税し、「少子化対策・子育て政策」に充ててはどうか。
社会全体として、
・高齢世代の富裕層から若年世代の低所得層への再分配
・次世代を育てる
・世代を超えた「成長と分配の好循環」の実現を狙う。

現実的か？
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（図表７）国の一般会計税収の推移

（資料）財務省「一般会計税収の推移」。（注）2021年度以前は決算、2022年度は予算。

５．法人所得課税も有力な財源の候補

法人税収は、国の一般会計税収の約２割
2021年度決算では2010年代以降の税率引き下げ局面での最高額
（１３.６兆円）を達成
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基幹３税（所得税、消費税、法人税）のうち、法人税率のみ
引き下げられてきた

（図表８）所得・住民税、消費税、法人税の税率の推移

（資料）財務省「個人所得課税の税率等の推移（イメージ図）」、「法人税率の推移」、「消費税に関する基本的な資料」
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国民負担が企業から個人・家計にシフトしてきた。
⇒このままで良いのか？

（図表９）わが国の国民負担に占める個人・家計と法人所得税の割合の推移

（資料）OECD「Revenue Statistics」。（注）個人・家計の負担は、個人所得税、社会保険料、相続・贈与税、消費税、個
別間接税の合計。その他の税は固定資産税、印紙収入等、その他の税（Other taxes）の合計。
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１．わが国の財政運営上の財源不足額は？
－これまでの財源不足額と新たな財源不足額

２．税を誰が負担するのが公平・公正か？
－消費課税の意義と限界

３．法人税制はどう運営されてきたのか？

４．法人税率引き下げにはどれほどの効果があったのか？

５．法人税を巡る環境の変化

６．法人税制改革に求められる視点
－問題は、“法人税率”のみにあらず
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（図表10）法人税率の推移

（資料）財務省「法人税率の推移」

法人税率は、長年にわたって引き下げられてきた。
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法人税率が引き下げられてきた理由

１．国内への内外企業の誘致

２．設備投資や研究開発などの増加

（図表11）対内直接投資額と設備投資額の推移

（資料）財務省「対外・対内直接投資」、「法人企業統計調査」。（注）設備投資は金融・保険業を除く全産業
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（図表12）わが国と諸外国との法人実効税率の推移
（日本、G7平均、アジア周辺国平均）

法人税率が引き下げられてきた理由

３．国際的な法人税率の引き下げ競争

（資料）OECD「OECD Tax Statistics」。
（注１）アジア周辺国は、中国、香港、韓国、シンガポール、タイ。（注２）日本の2012年、2013年には「復興特別法人税」が含まれる。
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設備投資資金となるキャッシュフローの増加を後押し

（図表13）キャッシュフローと法人税等負担率の推移（金融・保険業を除く全産業）
◎キャッシュフロー＝税引前当期純利益＋減価償却費－法人税等

（資料）財務省「法人企業統計調査」。 （注１）法人税等＝法人税、住民税及び事業税＋法人税等調整額。（注２）キャッシュフロー試算値は、
2013年度以降の負担率が2004年度から2012年度の平均（2008年度、2009年度を除く）で推移と仮定した場合。
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近年、企業貯蓄が増加。経済効果に懐疑的な見方も。
設備投資等への効果が期待ほどではなかった可能性。

（図表14）利益剰余金と配当金の推移（金融・保険業を除く全産業）

（資料）財務省「法人企業統計調査」
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（図表15）G７各国の基礎的財政収支の推移（一般政府、CDG比）

（資料）IMF「World Economic Outlook Database」

１．各国とも新型コロナ禍を受けて財政が大幅に悪化
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（資料）日本総合研究所作成

２．136カ国が法人税負担の適正化を合意（2021年10月）
①法人税への世界共通の最低税率を導入

②「デジタル課税」（国内に支店を置かず収益を上げる多国籍企業への課税）
【消費国】 【国外】

国内企業 「恒久的施設」 伝統的な企業

デジタル企業

　　課税

　課税

消費者・ユーザー

課税不可 　　

課税可能に

税務当局

支
店
等

インター

ネット
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（資料）日本総合研究所作成

ここまでのまとめ

新たな財政需要や財政再建のための財源の確保に向け、
負担増も視野に国民負担全体の見直しは不可避。

法人税を巡る国際環境の変化を踏まえると、法人税も有力
な財源の一つとして考慮することが従来に比べて容易に。

今後、どう見直すか・・・

論点は、“法人税率の引き上げ”だけでない。

国の法人税には、税負担の公平性の問題。
地方の法人課税には、地域間偏在などの問題。

既存の様々な問題の解消が必要。



Copyright (C) 2022 The Japan Research Institute, Limited. All Rights Reserved. 28

１．租税特別措置の整理・縮小

【提言】全体を縮小しつつ、効果の高い措置を手厚くといったメリハリを
付けるべき。

（図表16）法人向け租税特別措置の概要（2020年度）

（資料）財務省「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」
（注１）※１：一部2023.3.31 ※２：原子力発電施設解体準備金（なし）、特定原子力施設炉心等除去準備金（2023.3.31）（注２）措置の種類ごとの適用額は
次の通り。法人税率の特例は所得金額。税額控除の税額控除額。特別償却は特別償却限度額。準備金等は損金算入額。

租税特別措置：政府が一定の政策目的のために税負担を軽減する。

措置の種類（措置数） 適用期限 適用件数
適用額

（億円）
措置の種類（措置数） 適用期限 適用件数

適用額

（億円）

法人税率の特例（２） 992,354 39,525 特別償却（30） 42,685 8,134

中小企業軽減税率 2023.3.31 992,514 39,175 中小企業投資促進税制 2023.3.31 22,894 1,999

税額控除（19） 145,976 7,128 中小企業経営強化税制 2023.3.31 15,742 4,742

研究開発減税 なし※1 9,230 5,053 準備金等（11） 3,806 6,708

中小企業投資促進税制 2023.3.31 26,166 163 特定船舶に係る特別修繕準備金 なし 501 67

中小企業経営強化税制 2023.3.31 7,337 96 原子力関連 ※２ 11 2,469

給与等の引上げ及び設備投資等 2023.3.31 99,355 1,650 保険関連 なし 64 3,541

農業経営基盤強化準備金 2023.3.31 2,996 220
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（資料）財務省「令和2年度租税及び印紙収入決算額調」、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書（令和４年１月国会提出）」より作成。
（注）租税特別措置による負担減の額は、日本総合研究所による試算値。課税の繰り延べなど課税のタイミングを遅らせるものを含む。

（図表17）租税特別措置による減収額（試算）と法人税収
（2020年度決算ベース）
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（図表18）法人税率の引き下げ及び特別措置等の見直しによる増減税額

2000年代に行われた租税特別措置等の拡大による負担軽
減規模が、2010年代以降も継続

（資料）財務省「財政金融統計月報722号」「税制改正（内国税関係）による増減収見込額」各年度版。（注）2012年度までは「財政金融統計月
報」の数字、2013年度以降は各年度の「税制改正（内国税関係）による増減収見込額」の平年度の数字を使用。
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２．中小企業向け優遇措置の対象の見直し

【提言】優遇措置の対象となる企業の選別を、資本金基準（１億円以
下）から、所得基準に変更すべき。

（図表19）中小企業向け租税特別措置の適用件数の所得階層別割合
資本金１億円ちょうどの企業の所得 ⇒ ２.６億円

（資料）財務省「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書（令和４年１月国会提出）」
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本来公平に課されるべき税負担において中小企業を優遇する理由

①規模の経済が働かない。

②低い知名度や低賃金のために人材が集まりにくい。

③資産が少ないことや業績を見通し難いことなどから資金調達コスト
が高くなりがち。

等から、大企業に比べて事業を行ううえで不利になり、財務基盤や経
営基盤が脆弱になりがち。

法人税は応能（税負担の能力に応じた）課税。

担税力（税負担能力）を測る指標（課税ベース）として、所得額を採用

所得の低い企業を対象にすることが、優遇措置の趣旨に沿った姿

優遇措置の対象となる企業の選別基準も所得額にすることで、課税
ベースと整合的となり、担税力に見合う公平な税負担になる。
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３．繰越欠損金制度の見直し

【提言】大企業と中小企業の区別を廃止し、所得額に応じた損金算入
金額の制限に変更すべき。

繰越欠損金制度

・欠損金（税務上の赤字＝法人税負担がない）を、翌年度以
降に繰り越して、所得金額から控除できる制度。
・１０年間繰り越すことが出来る。
・毎年の所得金額から控除できる額：
中小企業で所得金額が100％、大企業が同50％まで。



Copyright (C) 2022 The Japan Research Institute, Limited. All Rights Reserved. 34

（図表20）資本金階級別、欠損法人の割合（2020年）
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（図表21）諸外国における欠損金の繰越控除制度の事例

繰越欠損金制度で、大企業と中小企業を区別している国は限定。

支援する場合、主要国では所得金額に応じて控除可能額を制限。

国 期間 金額 国 期間 金額 国 期間 金額

ベルギー 無制限 無制限 マルタ 無制限 無制限 スロべニア 無制限 所得の63％まで

ブルガリア ５年 無制限 ルクセンブルグ 17年 無制限 チェコ ５年 無制限

デンマーク 無制限
年間876.75万DKKまで：全額控除

　　　　〃　　　超  ：所得の60％まで
リトアニア 無制限

所得の70％まで

（5％軽減税率の対象となる中小企業は全額）
フランス 無制限

年間100万€まで：全額控除

　　  〃　　超  ：所得の50％まで

ドイツ 無制限
年間100万€まで：全額控除

　　  〃　　超  ：所得の60％まで
ラトビア ５年

無制限（2017年12月31日までに発生した損失につ

いて損失額の15％。年間税額の50％まで）
イギリス 無制限

年間500万ポンドまで：全額控除

　　　同　　　　超  ：50％まで

エストニア オランダ ６年 無制限 ハンガリー ５年 所得の50％まで

フィンランド 10年 無制限（同じ種類の所得間） オーストリア 無制限 所得の75％まで キプロス ５年 無制限

スペイン 無制限

年間100万€まで：全額控除

　 2000万€まで：70％まで

　 6000万€まで：50％まで

　 6000万€超　：25％まで

ポルトガル ５年

所得の70％まで

（COVID-19対策：2020年以前に発生した損失は

2020年と2021年に期間の制限を停止。

2020年と2021年に発生した損失は12年間繰り越

せ、所得の80％まで控除。）

日本 10年

中小企業：無制限

大企業　：所得の50％まで

（COVID-19対策：特定の投資を行う企業に対

し、2020年度に発生した損失を投資額を上限に最

大で所得の100％まで、最長5年間控除）

イタリア 無制限
所得の80％まで

（新規事業の最初3年間の損失を除く）
ポーランド ５年

欠損金の50％まで（同じ原因による損失の場合、

５年間のうち１年だけ最大500PLN控除）
カナダ 20年 無制限

アイルランド 無制限 無制限（同じ種類の所得間） ルーマニア ７年 無制限 ノルウェー 無制限 無制限

ギリシャ ５年 無制限 スウェーデン 無制限 無制限 スイス ７年 無制限

クロアチア ５年 無制限 スロバキア ５年 所得の50％まで。零細企業は全額。 アメリカ 無制限 所得の80％まで

（資料）ドイツ連邦財務省（Bundesministerium der Finanzen）“主要税目の国際比較（Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich） 2021”2022年7月
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４．地方法人課税の縮小

【提言】地方の法人所得課税を縮小し、同額、法人税（国税）を増やす
べき。同時に、個人住民税を増額し、所得税（国税）を減額すべき。

法人
住民税

均等割 資本金等の額、従業者数に応じた定額負担

法人税割 法人税額に応じた負担

法人
事業税

大企業 （所得額＋付加価値額＋資本金額）に応じた負担

中小企業等 所得額に応じた負担

（図表22）地方法人課税の種類と課税ベース

（資料）総務省ホームページ「法人住民税・法人事業税」

※電気・ガス供給業、保険業の法人事業税には、収入割（収入額に応じて負担）が導入されている。
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（資料）総務省「地方財政統計年報」、「地方財政状況調査個別データ」。（注）標準税率分。法人住民税は都道府県税と市町村税の合計。

（図表23）主要地方税収の地域別構成比（2020年度決算）

地方法人課税の問題点

①税収の地域間偏在、景気による変動が大きい
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（図表24）超過課税の実施団体数（2021年４月１日現在）

地方法人課税の問題点

②選挙権を持つ住民の直接の負担にならない

（資料）総務省「超過課税の状況」

地方法人課税からの税収が大きい。

住民から見て、行政サービスの受益と負担の関係が曖昧に。

財政規律が緩み 、歳出規模が膨らむ。

個人住民税 法人住民税
法人事業税

均等割 所得割 均等割 法人税割
都道府県
（47団体）

３７ １ ３５ ４６ ８

市町村
（1,718団体）

２
横浜市,神戸市

１
豊岡市

３９０ １,０１３ ー
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（図表25）法人実効税率の内訳

地方法人課税の問題点

③法人実効税率を押し上げる

（資料）総務省地方財政審議会資料「都道府県税関係（平成31年4月9日）」より日本総合研究所作成
（注１）法人事業税の外形対象法人のケース。標準税率を前提。（注２）実効税率＝{法人税率×(１＋地方法人税率＋法人住民税率）＋事業税
率＋事業税の標準税率×特別法人事業税率}÷{１＋事業税率＋事業税の標準税率×特別法人事業税率} 
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（図表26）法人実効税率の国税・地方税別の内訳の国際比較

OECD諸国のうち、地方に法人所得課税があるのは、９か国。
うちアメリカ、カナダ、ドイツ、スイスの４か国は連邦国家。

（資料）OECD「OECD Tax Statistics」
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政府は、近年、地方法人課税の一部国税化を推進してきた。

法人住民税法人税割⇒地方法人税（国税）⇒地方交付税

法人事業税⇒特別法人事業税（国税）⇒地方譲与税

地方税収の偏在、税収の安定性 ⇒ 改善

受益と負担の関係 ⇒ 改善せず

法人実効税率の機動的な変更の余地 ⇒ 改善せず

望ましい地方法人課税の縮小のあり方

・法人均等割や外形標準課税は、引き続き地方税。

・地方の法人所得課税を減額し、同額、法人税（国税）を増額。

・同時に、個人住民税を増額し、所得税（国税）を減額。
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将来の国民負担で求められる視点

応益負担と応能負担のバランス

再分配機能の維持・強化を念頭に経済主体間での負担の配分

基幹３税を中心に税制全体を幅広に見直すことが不可欠

法人税についても、負担増を含めた検討が避けられない

法人税率の議論と並行して、
法人所得課税が抱える様々な問題の解消に早急に取り組む必要

まとめ
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